
- 1 - 

魚津市立よつば小学校後援会 会則案 

 

（名称及び事務局） 

第１条 この会は魚津市立よつば小学校後援会（以下「本会」という。）と称し、事務

局を魚津市立よつば小学校に置く。 

 

（目的及び事業） 

第２条 本会は魚津市立よつば小学校（以下、「学校」という。）と学校区住民との相

互の連携により、学校の活動を校区住民に広く周知すると共に、学校の教育振興

を図ることを目的とする。 

第３条 本会の目的を達成するために、次の事業を行う。 

１ 学校の教育振興に関すること 

２ 学校区内の教育環境整備に関すること 

３ 学校区住民への学校活動の周知に関すること 

４ その他、本会の目的を達成するために必要な事業に関すること 

 

（組織） 

 第４条 本会は魚津市立よつば小学校区在住者、並びに校区外在住者で本会の趣旨に賛

同する個人または団体で組織する。 

 第５条 本会には次の役員を置く。 

      会 長   １名  

      副会長   ３名 

      理 事  ２２名以内  

      監 事   ２名 

      会 計   ２名  

      事務局  若干名 

第６条 役員の選出は、次の通りとする。 

１ 会長、副会長は、役員会で理事のうち、各地区からの選任者の中から互選す

る。 

２ 理事は、地区から選任した各５名以内、学校長がその任にあたるほか、必要

に応じて役員会にて学識経験者を選任することができる。 

３ 監事、会計、事務局は、会長が委嘱する。 

 

第７条 役員の任務は、次の通りとする。 

１ 会長は、本会を代表し、会務を統括する。 
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２ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 

３ 理事は、本会諸般の事項を審議し、会務の運営にあたる。 

４ 監事は、会計及び会務を監査する。 

５ 会計は、本会の会計を司る。 

６ 事務局は、本会の庶務を司る。 

７ 相談役は、必要に応じて本会の相談にあたる。 

 

第８条 役員の任期は２年とし、再任は妨げない。また、欠員補充により就任した役員

の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（役員会） 

第９条 本会の役員会は、会長が招集し、会長が議長となる。 

第10条 役員会は本会の最高議決機関であり、年１回定期に開催する。ただし、会長が

必要と認めたときは、臨時に開催することができる。 

第11条 役員会では次の事項を審議し、参加者の過半数の同意をもって決する。 

１ 事業報告及び収支決算・監査報告 

２ 役員の選任 

３ 事業計画及び収支予算 

４ 会則の改正に関すること 

５ その他、重要事項に関すること 

 

（経費） 

第12条 本会の経費は、会費年２００円とし、その他の事業収入及び寄付金をもってあ

てる。 

第13条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

（細則） 

 第14条 本会則に定めのない事項及び本会の運営上で必要な細則は役員会の決議により

決定する。 

 

付 則  本会の会則は、平成３０年４月 日より施行する。 
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魚津市立よつば小学校後援会 会計予算素案 

収入 

項   目 予 算 額（円） 備    考 

会   費 ９００，０００ ＠200円×4500世帯（※下記参照） 

雑 収 入 １０，０００ 寄附金、預金利子ほか 

計 ９１０，０００  

 

支出 

項   目 予 算 額（円） 備    考 

会 議 費 １０，０００ 会議案内、会議資料 

環境整備費 ２５０，０００ 学校及び校区内の環境整備費用 

ＰＴＡ広報補助 ２００，０００ 広報誌全戸配布分印刷代 

見守り隊助成 １００，０００  

児童奨励費 ５０，０００ 全国大会出場児童の横断幕等 

周年事業積立 ２００，０００ 周年事業は10年単位を想定 

予 備 費 １００，０００  

計 ９１０，０００  

 

 ※世帯数の算定について 

地  区 広報配布世帯数 後援会世帯数 

大  町 約１，０５０戸  

村  木 約１，１５０戸  

上 野 方 約７５０戸  

本  江 約２，７５０戸 約２，２００戸（加入率８０％） 

よつば計 約５，７００戸 
本江小後援会並みの加入率とすると 

４５６０世帯 → ４５００世帯 



- 4 - 

魚津市立よつば小学校後援会 役員選出方法について（素案） 

 

１ 会長（１名） 

２ 副会長（３名） 

３ 理事（２４名  会長１名、副会長３名を含む） 

・振興会長（大町、村木、上野方、本江から各１名で４名） 

・自治会長（大町、村木、上野方、本江から各１名で４名） 

・公民館長（大町、村木、上野方、本江から各１名で４名） 

・地区からの選出者（大町、村木、上野方、本江から各１名で４名） 

・ＰＴＡ代表（大町、村木、上野方、本江から各１名で４名） 

・小学校長（１名）、学識経験者等（３名以内） 

４ 監事（２名） 

５ 会計（２名） 

６ 事務局（若干名） （小学校教頭等） 

 大 町 村 木 上野方 本江 

１ 会 長 
１名 １名 １名 １名 

２ 副会長 

３ 理 事  

・振興会長 １名 １名 １名 １名 

・自治会長 １名 １名 １名 １名 

・公民館長 １名 １名 １名 １名 

・地区選任者 １名 １名 １名 １名 

・ＰＴＡ代表 １名 １名 １名 １名 

・小学校長 １名＋必要に応じて学識経験者（３名以内） 

４ 監 事 
１名 １名 １名 １名 

５ 会 計 

６ 事務局 若干名（学校教職員） 

＊振興会長が公民館長を兼ねている場合は、公民館長に代わる人を地区から１名選出 

役員会で理事の中から互選する。（各地区１名） 

各地区１名で４名 


